
カシオグループ 人権尊重に関する基本方針 

 

カシオグループ（以下「カシオ」）は、グローバルに事業を展開していますが、これらの事業活動は、

様々なステークホルダーとのつながりの中で成り立っています。 

 

カシオはこうした活動の中で、ステークホルダーの人権に対して負の影響※1 を与える可能性があ

ることを理解しています。 

 

人権は、全ての人に与えられた基本的権利です。 

 

したがって、カシオは、社会の一員として、人権尊重の重要性を認識し、従業員を含むあらゆるス

テークホルダーの基本的人権を尊重することを宣言します。 

 

カシオは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権尊重の取り組みを推進してい

きます。本原則は、「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのア

クセス」について明確に定めています。 

 

カシオは、本方針の実践により、カシオの役員および従業員一人ひとりが人権意識を高め、人権

尊重の経営・事業活動を継続的に行っていくことで、持続可能な社会の創造に貢献していくことを

期待します。 

 

※１ 「人権に対して負の影響を与える」とは、例えば、職場でハラスメント等個人の尊厳を傷つける行為を行

う。従業員の採用や昇進時に社会的出身や国籍による差別を行う。サプライヤーが児童労働・強制労働に

よって生産活動を展開する。生産工場から汚染物質を排出し、地域住民の健康に被害を及ぼす等、人権

にマイナスの影響を及ぼすことをいいます。 

 

１．基本原則と本方針の位置づけ 

カシオは、人権に関する国際行動規範※2 を支持、尊重します。 

また、本方針は、カシオの人権尊重への取り組みを規定する既存の文書（「カシオグループ倫理

行動規範」、「資材調達方針」、「お取引さまへのお願い（サプライヤーガイドライン）」等）の上位文

書として位置づけます。 

 

※2 「人権に関する国際行動規範」とは、国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約（社会権規約・自由

権規約））、国際労働機関（ＩＬＯ）「労働の基本原則および権利に関する宣言」、国連グローバル・コンパクト

等をいいます。 

  

２．人権尊重の責任 

カシオは、他者の人権を侵害しないこと、また、自らの事業活動上生じる人権への負の影響に対

処することにより人権尊重の責任を果たせるよう取り組んでいきます。 

 

また、カシオが直接人権への負の影響を助長していない場合でも、カシオの事業、製品またはサ

ービスを通じて、カシオのビジネスパートナーおよびそのほかの関係者が人権への負の影響とつ

ながっている場合、カシオは、当該関係者に対し、人権を侵害しないよう働きかけていきます。 

 



３．適用範囲 

本方針は、カシオ計算機株式会社、その子会社、およびカシオ計算機株式会社が実質的に経営

権を有する関連会社の役員および従業員に適用されます。 

さらに、カシオは、本方針をカシオが影響を及ぼすことができるビジネスパートナーおよびその他

の関係者に対しても働きかけていきます。 

 

４．人権デュー・ディリジェンス 

カシオは、人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・ディリジェンス※3 の仕組みを構築し、これ

を継続的に実施していきます。 

 

※3 「人権デュー・ディリジェンス」とは、自社が社会に与えうる人権への負の影響を予防的に把握し、回避、

緩和するために実施される継続的なプロセスをいいます。 

   

５．是正 

カシオが人権に対する負の影響を引き起こした、または負の影響を助長したことが明らかになっ

た場合、適切な手段を通じて、その是正に取り組みます。 

 

６．適用法令の遵守等 

カシオは、事業活動を行う各国・地域で適用される法令を遵守します。但し、各国・地域の法令と、

国際的な人権の原則とが相反する場合には、国際的な人権の原則を尊重する方法を追求してい

きます。 

 

７．情報開示および教育・訓練 

カシオは、本方針に基づく人権尊重の取り組みの推進状況について、カシオのＣＳＲウェブサイト

やサステナビリティレポート等にて報告していきます。 

 

また、カシオは、本方針の実効性を確保するため、適切な教育・訓練を行っていきます。 

 

８．ステークホルダーとの対話・協議 

カシオは、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に関する対応について、関連するステーク

ホルダーと対話の機会を確保しつつ、誠意をもってステークホルダーとの協議を行っていきます。 

 

９．人権に関する重点課題 

カシオは、人権に関する当面の重点課題を別表「カシオグループ 人権に関する重点課題」のと

おり設定し、これらについて、本方針に基づき人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築した上で、

適切に実施していきます。 

なお、当該重点課題については、社会の変化や事業の動向などを踏まえ、適宜見直しを図ってい

きます。 

 

制定年月日 ２０１４年 ７月 1 日 

改定 ２０１６年1１月1日 

 

カシオ計算機株式社 

代表取締役社長 

樫尾 和宏 



【別 表】 

 

カシオグループ 人権に関する重点課題 

 

（１）差別の排除 

カシオは、あらゆる差別やハラスメント等個人の尊厳を傷つける行為は行いません。 

 

（２）児童労働、強制労働の禁止 

カシオは、児童労働、強制労働・奴隷労働、および人身売買による労働を一切認めませ      

ん。 

 

（３）労働基本権の尊重 

カシオは、結社の自由、ならびに労働者の団結権および団体交渉をする権利をはじめとす

る労働基本権を尊重します。 

 

（４）適切な賃金支払いおよび労働時間の管理 

カシオは、賃金支払いや労働時間の管理を適切に行います。 

 

（５）多様性の尊重 

カシオは、従業員の多様性を尊重し、活力ある職場環境の整備に努めます。 

 

（６）ワークライフバランス実現の支援 

カシオは、従業員のワークライフバランスの重要性を理解し、その実現の支援に努めます。 

 

（７）安全な職場環境の確保と健康増進の支援 

カシオは、安全かつ衛生的で快適な職場環境を確保し、従業員の健康づくりの支援に努めま

す。 

 

 

制定年月日 ２０1４年 ７月 1 日 

改定 ２０1６年１１月 1 日 

 

※本別表の内容につき、カシオグループ各社は、各国・地域の法令や社会慣習、事業特性

に配慮し、その本旨と矛盾しない範囲で、修正することができます。 

 


